
第 2 号 令和3年度徳島県用度事業特別会計予算

令和3年度徳島県用度事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1，574，661千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 用 度 事 業 収 入 1，574，661

1 財 産 収 入 200

2 繰 越 金 114，316

3 諸 収 入 1，460，145

歳 入 合 計 1，574，661

千円

第2号 令和3年度徳島県用度事業特別会計予算

初校

１９

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 用 度 事 業 費 1，574，661

1 用 度 事 業 費 1，574，661

歳 出 合 計 1，574，661

初校

千円

２０

令和3年2月議案



第 3 号 令和3年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ2，304，550千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 市 町 村 振 興 資 金 収 入 2，304，550

1 繰 越 金 1，372，063

2 諸 収 入 932，487

歳 入 合 計 2，304，550

千円

第3号 令和3年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算

初校

２１

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 2，304，550

1 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 2，304，550

歳 出 合 計 2，304，550

初校

千円

２２

令和3年2月議案



第 4 号 令和3年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算

令和3年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ269，686千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 収 入 269，686

1 繰 入 金 229，534

2 諸 収 入 40，152

歳 入 合 計 269，686

千円

第4号 令和3年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算

初校

２３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 269，686

1 早明浦ダム建設事業都市用水負担金 90，102

2 正木ダム建設事業都市用水負担金 37，175

3 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金 142，409

歳 出 合 計 269，686

初校

千円

２４

令和3年2月議案



第 5 号 令和3年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ288，295千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入 288，295

1 繰 越 金 181，397

2 諸 収 入 106，898

歳 入 合 計 288，295

千円

第5号 令和3年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

初校

２５

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 288，295

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 288，295

歳 出 合 計 288，295

初校

千円

２６

令和3年2月議案



第 6 号 令和3年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度徳島県国民健康保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ73，736，716千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 国 民 健 康 保 険 事 業 収 入 73，736，716

1 分 担 金 及 び 負 担 金 19，475，169

2 国 庫 支 出 金 22，575，032

3 前 期 高 齢 者 交 付 金 26，519，577

4 共 同 事 業 交 付 金 100，239

5 財 産 収 入 139

6 繰 入 金 4，926，560

千円

第6号 令和3年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算

初校

２７

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 73，736，716

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 73，736，577

2 国民健康保険財政安定化基金積立金 139

歳 出 合 計 73，736，716

7 繰 越 金 140，000

歳 入 合 計 73，736，716

初校

千円

２８

令和3年2月議案



第 7 号 令和3年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1，174，802千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金収入 1，174，802

1 繰 入 金 602

2 諸 収 入 213，200

3 県 債 961，000

歳 入 合 計 1，174，802

千円

第7号 令和3年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計予算

初校

２９

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 1，174，802

1 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 1，174，802

歳 出 合 計 1，174，802

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

地方独立行政法人徳島県鳴門
病院資金貸付金

961，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

初校

千円

千円

３０

令和3年2月議案



第 8 号 令和3年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算

令和3年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ127，628，571千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第2表債務負担行為」に

よる。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 収 入 127，628，571

1 使 用 料 及 び 手 数 料 3，777

2 財 産 収 入 500

3 繰 入 金 64，306，000

4 繰 越 金 14，048

千円

第8号 令和3年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算

初校

３１

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 127，628，571

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 127，628，571

歳 出 合 計 127，628，571

第2表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

企業立地促進事業に係る補助金交付指令 自 令和4年度
至 令和11年度 2，000，000千円

5 諸 収 入 63，304，246

歳 入 合 計 127，628，571

初校

千円

３２

令和3年2月議案



第 9 号 令和3年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ48，566千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 収 入 48，566

1 繰 越 金 45，565

2 諸 収 入 3，001

歳 入 合 計 48，566

千円

第9号 令和3年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

初校

３３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 48，566

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 48，566

歳 出 合 計 48，566

初校

千円

３４

令和3年2月議案



第10号 令和3年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算

令和3年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ76，472千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 収 入 76，472

1 財 産 収 入 36，000

2 繰 越 金 40，462

3 諸 収 入 10

歳 入 合 計 76，472

千円

第10号 令和3年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算

初校

３５

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 76，472

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 76，472

歳 出 合 計 76，472

初校

千円

３６

令和3年2月議案



第11号 令和3年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ4，527千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 農 業 改 良 資 金 収 入 4，527

1 繰 入 金 299

2 繰 越 金 3，728

3 諸 収 入 500

歳 入 合 計 4，527

千円

第11号 令和3年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算

初校

３７

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 4，527

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 4，527

歳 出 合 計 4，527

初校

千円

３８

令和3年2月議案



第12号 令和3年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ101，978千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 林 業 改 善 資 金 収 入 101，978

1 繰 入 金 1，975

2 繰 越 金 95，001

3 諸 収 入 5，002

歳 入 合 計 101，978

千円

第12号 令和3年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算

初校

３９

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 101，978

1 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 101，978

歳 出 合 計 101，978

初校

千円

４０

令和3年2月議案



第13号 令和3年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算

令和3年度徳島県県有林県行造林事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ297，945千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 収 入 297，945

1 財 産 収 入 181，580

2 繰 入 金 115，448

3 繰 越 金 702

4 諸 収 入 215

歳 入 合 計 297，945

千円

第13号 令和3年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算

初校

４１

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 297，945

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 297，945

歳 出 合 計 297，945

初校

千円

４２

令和3年2月議案



第14号 令和3年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ80，912千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 収 入 80，912

1 繰 入 金 910

2 繰 越 金 72，036

3 諸 収 入 7，966

歳 入 合 計 80，912

千円

第14号 令和3年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

初校

４３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 80，912

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 80，912

歳 出 合 計 80，912

初校

千円

４４

令和3年2月議案



第15号 令和3年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算

令和3年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ3，142，773千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 収 入 3，142，773

1 財 産 収 入 1，719，600

2 繰 入 金 220，000

3 繰 越 金 63，023

4 諸 収 入 150

千円

第15号 令和3年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算

初校

４５

令和3年2月議案



5 県 債 1，140，000

歳 入 合 計 3，142，773

歳 出

款 項 金 額

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 3，142，773

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 3，142，387

2 土 地 開 発 基 金 積 立 金 386

歳 出 合 計 3，142，773

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共用地取得事業 1，140，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

初校

千円

千円

４６

令和3年2月議案



第16号 令和3年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算

令和3年度徳島県港湾等整備事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ4，519，349千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 港 湾 等 整 備 事 業 収 入 4，519，349

1 使 用 料 及 び 手 数 料 968，275

2 財 産 収 入 1，563，435

3 繰 入 金 810，000

4 繰 越 金 200，000

千円

第16号 令和3年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算

初校

４７

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 港 湾 等 整 備 事 業 費 4，519，349

1 港 湾 等 整 備 事 業 費 2，542，205

2 徳島小松島港津田地区整備事業費 1，506，993

3 空 港 周 辺 整 備 事 業 費 470，151

歳 出 合 計 4，519，349

5 諸 収 入 18，639

6 県 債 959，000

歳 入 合 計 4，519，349

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

港湾等整備事業 959，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

初校

千円

千円

４８

令和3年2月議案



第17号 令和3年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算

令和3年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ140，898千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 県 営 住 宅 敷 金 等 収 入 140，898

1 財 産 収 入 198

2 繰 越 金 131，755

3 諸 収 入 8，945

歳 入 合 計 140，898

千円

第17号 令和3年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算

初校

４９

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 県 営 住 宅 敷 金 等 運 営 費 140，898

1 県 営 住 宅 敷 金 運 営 費 140，898

歳 出 合 計 140，898

初校

千円

５０

令和3年2月議案



第18号 令和3年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県奨学金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ259，824千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 奨 学 金 収 入 259，824

1 財 産 収 入 1，204

2 繰 越 金 93，175

3 諸 収 入 165，445

歳 入 合 計 259，824

千円

第18号 令和3年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算

初校

５１

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 奨 学 金 貸 付 金 259，824

1 奨 学 金 貸 付 金 259，824

歳 出 合 計 259，824

初校

千円

５２

令和3年2月議案



第19号 令和3年度徳島県証紙収入特別会計予算

令和3年度徳島県証紙収入特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ2，980，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 証 紙 収 入 2，980，000

1 証 紙 収 入 2，279，127

2 繰 越 金 700，873

歳 入 合 計 2，980，000

千円

第19号 令和3年度徳島県証紙収入特別会計予算

初校

５３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 繰 出 金 2，980，000

1 他 会 計 繰 出 金 2，980，000

歳 出 合 計 2，980，000

初校

千円

５４

令和3年2月議案



第20号 令和3年度徳島県公債管理特別会計予算

令和3年度徳島県公債管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ107，529，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 公 債 管 理 収 入 107，529，000

1 繰 入 金 70，833，000

2 県 債 36，696，000

歳 入 合 計 107，529，000

千円

第20号 令和3年度徳島県公債管理特別会計予算

初校

５５

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 公 債 費 107，529，000

1 公 債 費 107，529，000

歳 出 合 計 107，529，000

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借換債 36，696，000 証書借入又は証券発行（他の地方公
共団体との共同発行を含む。）

年 5％以内 融資機関の融資条件による。ただし，必要
の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還
し，又は借換えすることができる。

初校

千円

千円

５６

令和3年2月議案



第21号 令和3年度徳島県給与集中管理特別会計予算

令和3年度徳島県給与集中管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ31，272，398千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 給 与 振 替 収 入 31，272，398

1 給 与 振 替 収 入 31，272，398

歳 入 合 計 31，272，398

千円

第21号 令和3年度徳島県給与集中管理特別会計予算

初校

５７

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 給 与 費 31，272，398

1 給 与 費 31，272，398

歳 出 合 計 31，272，398

初校

千円

５８

令和3年2月議案


